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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける基地局（ＢＳ）がリソース構成情報を送信する方法であって
、
　ディスカバリーのために使用される少なくとも一つのディスカバリーリソースに関する
情報を含むリソース構成情報を生成するステップと、
　前記リソース構成情報を送信するステップと、を含み、
　前記リソース構成情報は、前記少なくとも一つのディスカバリーリソースが割り当てら
れる期間を示す第１の情報及び前記期間以内に前記少なくとも一つのディスカバリーリソ
ースを指示するサブフレームビットマップが反復される回数を示す第２の情報を含み、
　前記サブフレームビットマップは、少なくとも一つのサブフレーム各々に対応する少な
くとも一つのビットを含み、前記少なくとも一つのビットの値が各々予め設定された値に
対応する場合に、前記少なくとも一つのサブフレームは、各々ディスカバリーリソースに
該当することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記リソース構成情報は、前記サブフレームビットマップ及び前記各々ディスカバリー
リソースで指示された少なくとも一つのサブフレーム上の物理的リソースブロック（phys
ical resource block：ＰＲＢ）に対する情報のうちの少なくとも一つを含む第３の情報
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】



(2) JP 6501776 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

　前記リソース構成情報は、前記ディスカバリーのためのリソースのプール（pool）に関
連した情報を示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＰＲＢに対する情報は、前記ＰＲＢのスタートインデックス及び前記ＰＲＢのエン
ドインデックスを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　無線通信システムにおけるユーザ端末（user equipment：ＵＥ）がリソース構成情報を
受信する方法であって、
　ディスカバリーのために使用される少なくとも一つのディスカバリーリソースに対する
情報を含むリソース構成情報を受信するステップと、
　前記リソース構成情報に基づいて、前記ディスカバリーを実行するステップと、を含み
、
　前記リソース構成情報は、前記少なくとも一つのディスカバリーリソースが割り当てら
れる期間を示す第１の情報及び前記期間以内に前記少なくとも一つのディスカバリーリソ
ースを指示するサブフレームビットマップが反復される回数を示す第２の情報を含み、
　前記サブフレームビットマップは、少なくとも一つのサブフレーム各々に対応する少な
くとも一つのビットを含み、前記少なくとも一つのビットの値が各々予め設定された値に
対応する場合に、前記少なくとも一つのサブフレームは、各々ディスカバリーリソースに
該当することを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記リソース構成情報は、前記サブフレームビットマップ及び前記各々ディスカバリー
リソースで指示された少なくとも一つのサブフレーム上の物理的リソースブロック（phys
ical resource block：ＰＲＢ）に対する情報のうちの少なくとも一つを含む第３の情報
をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記リソース構成情報は、前記ディスカバリーのためのリソースのプール（pool）に関
連した情報を示すことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＰＲＢに対する情報は、前記ＰＲＢのスタートインデックス及び前記ＰＲＢのエン
ドインデックスを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　無線通信システムにおける基地局（base station：ＢＳ）であって、
　ディスカバリーのために使用される少なくとも一つのディスカバリーリソースに対する
情報を含むリソース構成情報を生成する制御部と、
　前記リソース構成情報を送信する送信部と、を含み、
　前記リソース構成情報は、前記少なくとも一つのディスカバリーリソースが割り当てら
れる期間を示す第１の情報及び前記期間以内に前記少なくとも一つのディスカバリーリソ
ースを指示するサブフレームビットマップが反復される回数を示す第２の情報を含み、
　前記サブフレームビットマップは、少なくとも一つのサブフレーム各々に対応する少な
くとも一つのビットを含み、前記少なくとも一つのビットの値が各々予め設定された値に
対応する場合に、前記少なくとも一つのサブフレームは、各々ディスカバリーリソースに
該当することを特徴とする基地局。
【請求項１０】
　前記リソース構成情報は、前記サブフレームビットマップ及び前記各々ディスカバリー
リソースで指示された少なくとも一つのサブフレーム上の物理的リソースブロック（phys
ical resource block：ＰＲＢ）に対する情報のうちの少なくとも一つを含む第３の情報
をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載の基地局。
【請求項１１】
　前記リソース構成情報は、前記ディスカバリーのためのリソースのプール（pool）に関
連した情報を示すことを特徴とする請求項９に記載の基地局。
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【請求項１２】
　前記ＰＲＢに対する情報は、前記ＰＲＢのスタートインデックス及び前記ＰＲＢのエン
ドインデックスを含むことを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
【請求項１３】
　無線通信システムにおけるユーザ端末（user equipment：ＵＥ）であって、
　ディスカバリーのために使用される少なくとも一つのディスカバリーリソースに対する
情報を含むリソース構成情報を受信する受信部と、
　前記リソース構成情報に基づいて前記ディスカバリーを実行する制御部と、を含み、
　前記リソース構成情報は、前記少なくとも一つのディスカバリーリソースが割り当てら
れる期間を示す第１の情報及び前記期間以内に前記少なくとも一つのディスカバリーリソ
ースを指示するサブフレームビットマップが反復される回数を示す第２の情報を含み、
　前記サブフレームビットマップは、少なくとも一つのサブフレーム各々に対応する少な
くとも一つのビットを含み、前記少なくとも一つのビットの値が各々予め設定された値に
対応する場合に、前記少なくとも一つのサブフレームは、各々ディスカバリーリソースに
該当することを特徴とするユーザ端末。
【請求項１４】
　前記リソース構成情報は、前記サブフレームビットマップ及び前記各々ディスカバリー
リソースで指示された少なくとも一つのサブフレーム上の物理的リソースブロック（phys
ical resource block：ＰＲＢ）情報に対する情報のうちの少なくとも一つを含む第３の
情報をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載のユーザ端末。
【請求項１５】
　前記リソース構成情報は、前記ディスカバリーのためのリソースのプール（pool）に関
連した情報を示すことを特徴とする請求項１３に記載のユーザ端末。
【請求項１６】
　前記ＰＲＢに対する情報は、前記ＰＲＢのスタートインデックス及び前記ＰＲＢのエン
ドインデックスを含むことを特徴とする請求項１４に記載のユーザ端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおけるリソース割り当て情報を送受信する方法及び装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイスツーデバイス（device-to-device：Ｄ２Ｄ）ディスカバリーは、Ｄ２Ｄ通信が
可能なユーザ端末（User Equipment：ＵＥ）（以下、‘Ｄ２Ｄ可能なＵＥ’と称する）が
他のＤ２Ｄ可能なＵＥが近接しているか否かを判定する技術である。Ｄ２Ｄ可能なＵＥを
ディスカバリーすることは、Ｄ２Ｄディスカバリー方法を使用して関心ある他のＤ２Ｄ可
能なＵＥが存在するか否かを判定するプロセスである。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、ディスカバ
リーしているＤ２Ｄ可能なＵＥの１つ以上の認証されたアプリケーションにより近接度が
知られる必要がある場合には、ディスカバリーしているＤ２Ｄ可能なＵＥに対する関心の
対象となる。
【０００３】
　例えば、ソーシャルネットワーキング（social networking）アプリケーションは、Ｄ
２Ｄディスカバリー機能を使用するようにイネーブルできる。Ｄ２Ｄディスカバリーは、
所定のソーシャルネットワーキングアプリケーションの所定のユーザのＤ２Ｄ可能なＵＥ
をイネーブルすることによりディスカバリーし、ユーザの友人のＤ２Ｄ可能なＵＥにより
ディスカバリーされることができる。他の例において、Ｄ２Ｄディスカバリーは、その近
傍に関心のある商店又はレストランなどをディスカバリーするために所定のディスカバリ
ーアプリケーションの所定のユーザのＤ２Ｄ可能なＵＥをイネーブルできる。
【０００４】
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　Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、Ｅ－ＵＴＲＡ技術を使用するダイレクトＵＥ対ＵＥシグナリング
を使用することにより近傍にある他のＤ２Ｄ可能なＵＥをディスカバリーできる。これは
、Ｄ２Ｄダイレクトディスカバリーとも呼ばれる。あるいは、通信ネットワークは、２個
のＤ２Ｄ可能なＵＥの近接性を判定し、Ｄ２Ｄ可能なＵＥにその近接性を通知する。これ
は、ネットワーク支援のＤ２Ｄディスカバリーとも呼ばれる。
【０００５】
　Ｄ２Ｄディスカバリー及び正規のＵＥとＢＳとの間の通信のために使用されるスペクト
ル又は無線周波数は、同一のものであると仮定する。従来の通信において、ＵＥ及びＢＳ
は、相互に接続を確立することにより相互に通信し、ＢＳは、専用リソースをＵＥに割り
当てる。
【０００６】
　Ｄ２Ｄディスカバリーの場合には、非常に異なる要求事項が存在する。Ｄ２Ｄダイレク
トディスカバリーの間に、ディスカバリー情報を送信するＤ２Ｄ可能なＵＥとディスカバ
リー情報を受信するＤ２Ｄ可能なＵＥとの間には、１対１通信が存在しない。Ｄ２Ｄ可能
なＵＥにより送信されたディスカバリー情報は、複数のＤ２Ｄ可能なＵＥによる受信及び
処理が行われることができる。Ｄ２Ｄディスカバリーは、Ｄ２Ｄ可能なＵＥにより実行さ
れる連続的なプロセスである。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、それらの状態（すなわち、アイドル
又は接続）に関係なくＤ２Ｄディスカバリーを実行すべきである。Ｄ２Ｄダイレクトディ
スカバリーの間に、ディスカバリー情報をモニタリングするＤ２Ｄ可能なＵＥは、ディス
カバリー情報を送信したＤ２Ｄ可能なＵＥが使用する時間周波数リソースを認識しなけれ
ばならない。Ｄ２Ｄディスカバリーは、基地局を使用するレガシーＵＥ通信と共存すべき
である。ディスカバリーのために構成された時間周波数リソースは、レガシーＵＥに対す
る影響を最小化すべきである。例えば、レガシーＵＥの遅延敏感型（latency sensitive
）アプリケーションに影響を与えてはいけなく、すなわち、アップリンク（ＵＬ）での同
期式ハイブリッド自動再送要求（hybrid automatic retransmit request：ＨＡＲＱ）動
作に影響を与えてはいけない。
【０００７】
　したがって、Ｄ２Ｄディスカバリーのためのリソースを構成しシグナリングする方法が
必要である。
【０００８】
　上述した情報は、本発明の理解を助けるために背景情報としてのみ提示される。本発明
に対する先行技術で適用されることができるか否かに関してはいかなる決定及びいかなる
主張もない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、少なくとも上述した問題点及び／又は課題に取り組み、少なくとも以
下の便宜を提供することにある。すなわち、本発明の一実施形態は、無線通信システムに
おけるリソース割り当て情報送受信方法及び装置を提供することにある。
【００１０】
　本発明の一実施形態は、Ｄ２Ｄディスカバリーのためのリソースを構成しシグナリング
するための方法及び装置を提供することにある。
【００１１】
　本発明の一実施形態は、レガシーＵＥの通信及びＵＬでのＨＡＲＱに影響を与えずＤ２
Ｄディスカバリーを行うことができるようにする方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、無線通信システムにお
ける基地局（ＢＳ）がリソース割り当て情報を送信する方法が提供される。上記方法は、
１つ以上のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ディスカバリープールの各々に対してリソー
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スを割り当てるステップと、上記１つ以上のＤ２Ｄディスカバリープールの各々に割り当
てられたリソースに関する情報を生成するステップと、上記生成された情報を送信するス
テップとを含むことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の他の態様によれば、無線通信システムにおけるユーザ端末（ＵＥ）がリソース
割り当て情報を受信する方法が提供される。上記方法は、１つ以上のデバイスツーデバイ
ス（Ｄ２Ｄ）ディスカバリープールの各々に対して割り当てられたリソースに関する情報
を受信するステップと、上記受信された情報に基づいてＤ２Ｄディスカバリーを実行する
ステップとを含むことを特徴とする。
【００１４】
　本発明のさらに他の態様によれば、無線通信システムにおける基地局（ＢＳ）が提供さ
れる。上記基地局は、１つ以上のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ディスカバリープール
の各々に対してリソースを割り当て、上記１つ以上のＤ２Ｄディスカバリープールの各々
に割り当てられたリソースに関する情報を生成する制御部と、上記生成された情報を送信
する送信部とを含むことを特徴とする。
【００１５】
　本発明のさらなる他の態様によれば、無線通信システムにおけるユーザ端末（ＵＥ）が
提供される。上記ユーザ端末は、１つ以上のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ディスカバ
リープールの各々に対して割り当てられたリソースに関する情報を受信する受信部と、上
記受信された情報に基づいてＤ２Ｄディスカバリーを実行する制御部とを含むことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、Ｄ２Ｄディスカバリーのためのリソースを効率的に構成し、レガシーＵＥの
通信及びＵＬでのＨＡＲＱに影響を与えずＤ２Ｄディスカバリーを行うことができるとい
う効果がある。
【００１７】
　本発明の他の目的、利点、及び顕著な特徴は、添付の図面及び本発明の実施形態からな
された以下の詳細な説明から、この分野の当業者に明確になるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態によるディスカバリーリソースの構成を示す図である。
【図２Ａ】本発明の実施形態によるダイレクトディスカバリーのためのサブフレームの無
線リソースの構成を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の実施形態によるダイレクトディスカバリーのためのサブフレームの無
線リソースの構成を示す図である。
【図２Ｃ】本発明の実施形態によるダイレクトディスカバリーのためのサブフレームの無
線リソースの構成を示す図である。
【図２Ｄ】本発明の実施形態によるダイレクトディスカバリーのためのサブフレームの無
線リソースの構成を示す図である。
【図３Ａ】本発明の実施形態によるＢＳとＵＥとの通信のためのリソースとＤ２Ｄディス
カバリーリソースとの間の保護帯域を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態によるＢＳとＵＥとの通信のためのリソースとＤ２Ｄディス
カバリーリソースとの間の保護帯域を示す図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態によるディスカバリーリソース区間（ＤＲＩ）に対するサブ
フレームパターンを示す図である。
【図４Ｂ】本発明の実施形態によるディスカバリーリソース区間（ＤＲＩ）に対するサブ
フレームパターンを示す図である。
【図４Ｃ】本発明の実施形態によるディスカバリーリソース区間（ＤＲＩ）に対するサブ
フレームパターンを示す図である。
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【図４Ｄ】本発明の実施形態によるディスカバリーリソース区間（ＤＲＩ）に対するサブ
フレームパターンを示す図である。
【図４Ｅ】本発明の実施形態によるディスカバリーリソース区間（ＤＲＩ）に対するサブ
フレームパターンを示す図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態によるＤＲＩでのサブフレームパターンの使用例を示す図で
ある。
【図５Ｂ】本発明の実施形態によるＤＲＩでのサブフレームパターンの使用例を示す図で
ある。
【図６Ａ】本発明の実施形態によるＤＲＩサイズによりＤＲＩで部分的なサブフレームパ
ターンが使用される例を示す図である。
【図６Ｂ】本発明の実施形態によるＤＲＩサイズによりＤＲＩで部分的なサブフレームパ
ターンが使用される例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態による物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を使用す
るディスカバリーリソース構成を示す図である。
【図８】本発明の実施形態による複数回送信されるＰＤＣＣＨを使用するディスカバリー
リソース構成を示す図である。
【図９】本発明の実施形態による不連続受信（ＤＲＸ）サイクルに基づいてＰＤＣＣＨを
使用するディスカバリーリソース構成を示す図である。
【図１０】本発明の他の実施形態によるＤＲＸサイクルに基づいてＰＤＣＣＨを使用する
ディスカバリーリソース構成を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態によるシステム情報（ＳＩ）メッセージ及びＰＤＣＣＨを使
用するディスカバリーリソース構成の例を示す図である。
【図１２】本発明の他の実施形態によるＳＩメッセージ及びＰＤＣＣＨを使用するディス
カバリーリソース構成の他の例を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態によるＳＩメッセージ及びＰＤＣＣＨを使用するディスカバ
リーリソース構成のまた他の例を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態によるＳＩメッセージ及びＰＤＣＣＨを使用するディスカバ
リーリソース構成のもう１つの例を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態によるＢＳの動作を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の実施形態によるＵＥの動作を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の実施形態によるＢＳの構成を示すブロック図である。
【図１８】本発明の実施形態によるＵＥの構成を示すブロック図である。
【００１９】
　本発明の実施形態の上述した及び他の様相、特徴、及び利点は、添付の図面が併用され
た以下の詳細な説明から、より一層明らかになるだろう。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図面中、同一の図面参照符号が同一の構成要素、特性、又は構造を意味することは、容
易に理解できるはずである。
【００２１】
　添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範
囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するもので
あり、この理解を助けるために様々な特定の詳細を含むが、唯一つの実施形態に過ぎない
。従って、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明する実施形態の様々な
変更及び修正が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者に
は明らかである。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業者に良く知られている機能や構
成に関する具体的な説明は、省略する。
【００２２】
　次の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではなく
、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する。従って
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、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明の実施形
態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するものでない
ことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【００２３】
　本願明細書に記載の各要素は、文脈中に特に明示しない限り、複数形を含むことは、当
業者には理解できるはずである。したがって、例えば、“コンポーネント表面（a compon
ent surface）”との記載は、１つ又は複数の表面を含む。
【００２４】
　“実質的に(substantially)”という用語は、提示された特徴、パラメータ、又は値が
正確に設定される必要はないが、許容誤差、測定誤り、測定精度限界及び当業者に知られ
ているか、あるいは当業者によって実験なしに得られる要素を含む偏差又は変化が、これ
らの特性が提供しようとする効果を排除しない範囲内で発生することを意味する。
【００２５】
　本発明によるデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）ディスカバリーの概念は、任意のタイプ
のＤ２Ｄ通信（ディスカバリー信号の送受信又はデータの送受信）にも同様に適用される
ことができる。
【００２６】
　ディスカバリーリソースの構成：
【００２７】
　本発明の実施形態では、ダイレクト（direct）ディスカバリーのための無線リソースが
周期的に割り当てられるか又は予約される。このために、本発明の実施形態によるディス
カバリーリソースは、図１に示すように構成される。
【００２８】
　図１は、本発明の実施形態によるディスカバリーリソースの構成を示す図である。
【００２９】
　図１を参照すると、ディスカバリーリソースの予約又は割り当て周期は、ディスカバリ
ーリソースサイクル（discovery resource cycle：ＤＲＣ）１００で示される。ＤＲＣ１
００は、ディスカバリーリソース区間（discovery resource interval：ＤＲＩ）１０２
及び非ディスカバリーリソース区間（non-discovery resource interval）１０４を含む
。ディスカバリーリソースは、ＤＲＣ１００ごとにＤＲＩ１０２で示される持続期間（du
ration）の間に割り当てられるか又は予約される。ＤＲＣ１００及びＤＲＩ１０２は、す
べてのＤ２Ｄ通信が可能なユーザ端末（ＵＥ）（以下、‘Ｄ２Ｄ可能なＵＥ’と称する）
に対して共通的に使用されることができる。一実施形態において、ＤＲＣ１００及び／又
はＤＲＩ１０２は、Ｄ２Ｄ可能なＵＥのグループに対して共通的に使用されることができ
る。
【００３０】
　１つの方法において、ＤＲＩ１０２のすべてのサブフレーム１０６は、ダイレクトディ
スカバリーのために割り当てられるか又は予約される。一実施形態において、１つのサブ
フレームは、１ｍｓ持続期間の時間スロットである。他の方法において、ＤＲＩ１０２の
サブフレームの中の選択的なサブフレーム１０８は、ダイレクトディスカバリーのために
割り当てられるか又は予約される。ダイレクトディスカバリーのための幾つかの連続的な
サブフレームの予約又は割り当ては、レガシーＵＥに対する遅延に敏感なトラフィックに
影響を及ぼす。
【００３１】
　図２Ａ乃至図２Ｄは、本発明の実施形態によるダイレクトディスカバリーのためのサブ
フレームの無線リソースの構成を示す図である。
【００３２】
　本発明の実施形態によるダイレクトディスカバリーのためのサブフレームの無線リソー
スは、様々な形態で構成され使用される。例えば、ダイレクトディスカバリーのために示
されたサブフレームのすべてのリソース（例えば、無線ブロック（radio block：ＲＢ）
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）は、図２Ａに示すように、ダイレクトディスカバリーのために使用される。
【００３３】
　他の例において、図２Ｂに示すように、ダイレクトディスカバリーのために示されたサ
ブフレームに含まれたすべてのリソースの中で物理アップリンク共通制御チャネル（phys
ical uplink common control channel：ＰＵＣＣＨ）リソースを除外した残りのリソース
は、ダイレクトディスカバリーのために使用される。あるいは、ダイレクトディスカバリ
ーのために示されたサブフレームに含まれたリソースの中でＰＵＣＣＨ及び物理ランダム
アクセスチャネル（physical random access channel：ＰＲＡＣＨ）を除外した残りのリ
ソースは、ダイレクトディスカバリーのために使用される。
【００３４】
　もう１つの例において、図２Ｃ及び図２Ｄに示すように、ディスカバリーサブフレーム
のリソース（ＰＵＣＣＨリソース及び／又はＰＲＡＣＨリソースを除外）は、レガシーＵ
Ｅ通信のために使用される。レガシーＵＥ通信は、ＵＥと基地局（ＢＳ）との間の通信を
意味する。この場合に、ディスカバリーリソース構成は、ＤＲＣ内のディスカバリーのた
めのサブフレームを示すだけではなく、示されたディスカバリーサブフレームの各々でど
の無線リソース（すなわち、ＲＢ）がディスカバリーのために使用されるか又は使用され
ないかも示す。
【００３５】
　ＢＳとＵＥとの間の通信のためのリソースとディスカバリーリソースとの間の保護帯域
【００３６】
　サブフレームがＢＳとＵＥとの間の通信のためのリソースだけでなくディスカバリーリ
ソースを含む場合に、対応するディスカバリーリソースでのＤ２Ｄ可能なＵＥからの送信
は、ＢＳとＵＥとの間の通信のためのリソースに影響を及ぼすか又は干渉する。これは、
Ｄ２ＤディスカバリーのためのリソースとＢＳとＵＥとの間の通信のためのリソースとが
異なるとしても、Ｄ２Ｄ可能なＵＥの送信は、電力制御が行われないためにスプリアス放
出を引き起こす。このような事項を考慮して、本発明の実施形態では、ＢＳとＵＥとの間
の通信のためのリソースとＤ２Ｄディスカバリーリソースとの間で保護帯域を定義する。
【００３７】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の実施形態によるＢＳとＵＥとの通信のためのリソースと
Ｄ２Ｄディスカバリーリソースとの間の保護帯域を示す図である。
【００３８】
　本発明の一実施形態によると、保護帯域は、図３Ａに示すように、ＰＵＣＣＨリソース
とＰＵＣＣＨリソースに隣接したディスカバリーリソースとの間に位置する。保護帯域の
サイズ（例えば、無線ブロックの個数）は、固定されるか又はネットワークにより決定さ
れる。
【００３９】
　Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、システム情報メッセージでＢＳが送信するＰＵＣＣＨリソース構
成に基づいてＰＵＣＣＨリソース（すなわち、無線ブロック）を決定し、ＰＵＣＣＨリソ
ースに隣接した保護帯域に対応するディスカバリーリソースをスキップする。Ｄ２Ｄ可能
なＵＥは、ディスカバリー情報を送信するにあたりに保護帯域に対応するディスカバリー
リソースは使用しない。
【００４０】
　一方、保護帯域に対応するリソースは、ディスカバリーリソース構成でＢＳによりディ
スカバリーリソースで示されないことがある。また、このような保護帯域は、図３Ｂに示
すように、ＵＥとＢＳとの間の通信のためのリソースとディスカバリーリソースとの間で
定義される。
【００４１】
　選択的なディスカバリーサブフレームパターン
【００４２】
　ＤＲＩのすべてのサブフレームがディスカバリーのために割り当てられない場合に、サ
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ブフレームパターンは、ＤＲＩに必要とされる。
【００４３】
　図４Ａ乃至図４Ｅは、本発明の実施形態によるＤＲＩのサブフレームパターンを示す図
である。例えば、４個のサブフレームパターンは、図４Ａ乃至図４Ｅに示され、サブフレ
ームは、ＤＲＩ区間で４個のサブフレームパターンの中の１つで構成される。
【００４４】
　パターン１において、図４Ａに示すように、レガシー通信のための１つのサブフレーム
（ＳＦ）４００の後ろには、ディスカバリーのための‘Ｔ’サブフレーム４０２が来る。
ここで、‘Ｔ’は、ハイブリッド自動再送要求（hybrid automatic retransmit request
：ＨＡＲＱ）パケット間の再送信時間間隔を示し、レガシーＳＦは、ＵＥとＢＳとの間の
通信のために使用されるサブフレームを示す。再送信時間間隔４０８は、図４Ｃに図示さ
れる。
【００４５】
　パターン２において、図４Ｂに示すように、レガシー通信のための‘ｐ’ＳＦ４０４の
後ろにディスカバリーのための‘Ｔ－ｐ＋１’ＳＦ４０６が来る。ここで、‘Ｔ’は、Ｈ
ＡＲＱパケット間の再送信時間間隔であり、‘ｐ’は、０より大きい整数である。パター
ン１は、パターン２の特殊のケースとして見なされる。‘ｐ’が１に設定される場合に、
パターン２は、パターン１となる。
【００４６】
　図４Ｄ及び図４Ｅを参照すると、パターン３及びパターン４は、ディスカバリーのため
の‘Ｔ’ＳＦ４１０及び‘Ｔ－ｐ＋１’ＳＦ ４１４の後ろにレガシー通信のためのＳＦ
４１２及びＳＦ４１６が来るという点を除外しては、パターン１及びパターン２と同一で
ある。
【００４７】
　ＤＲＩでは、パターンタイプ（例えば、パターン２又はパターン４）及びパラメータ（
‘Ｔ’及び‘ｐ’）を認識することにより、レガシー通信のためのＳＦ及びＤ２Ｄディス
カバリーのためのＳＦを容易に識別できる。一実施形態において、‘ｐ’の値は、ディス
カバリーロード及びレガシーＵＥロードに基づいて動的に変更される。ここで、レガシー
ＵＥロードは、ＵＥとＢＳとの間の通信のロードを意味する。サブフレームパターンタイ
プ（例えば、パターン１及びパターン２又はパターン３及びパターン４）は、静的、準静
的又は動的方式で構成される。
【００４８】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の実施形態によるＤＲＩでのサブフレームパターンの使用
例を示す図である。
【００４９】
　図５Ａは、パターン１がＤＲＩで使用される場合を示し、図５Ｂは、パターン２がＤＲ
Ｉで使用される場合を示す。図５Ａ及び図５Ｂに示すこれらの例では、６個のＳＦの再送
信時間間隔が使用される。
【００５０】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本発明の実施形態によるＤＲＩサイズによりＤＲＩで部分的なサ
ブフレームパターンが使用される例を示す図である。
【００５１】
　ＤＲＩサイズは、各パターンでＳＦの個数の倍数ではない。図６Ａにおいて、パターン
１は、２回反復され、３回反復は、部分的なＤ２Ｄ　ＳＦ６００だけを含む。図６Ｂにお
いて、パターン１は、１回反復され、２回反復は、レガシーサブフレーム６２０だけを含
む。
【００５２】
　一方、上述したサブフレームパターンは、次のようにシグナリングされる。
【００５３】
　ａ）パラメータ‘ＮｕｍＮｏｎＤｉｓｃｏｖｅｒｙＳＦ’は、ＤＲＣの開始又はＤＲＣ
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の開始から特定のオフセットだけ離隔した１番目の‘Ｎ’サブフレーム内の非ディスカバ
リーサブフレームを示す。パラメータ‘ＮｕｍＮｏｎＤｉｓｃｏｖｅｒｙＳＦ’は、サブ
フレームの絶対的な個数を示す。‘Ｎ’サブフレームの中で、‘ＮｕｍＮｏｎＤｉｓｃｏ
ｖｅｒｙＳＦ’は、‘Ｎ’サブフレームの開始又はサブフレームの終わりで連続的な非デ
ィスカバリーサブフレームの個数を示す。ここで、Ｎの値は、ＨＡＲＱ再送信時間間隔又
はＨＡＲＱラウンドトリップ時間（round trip time：ＲＴＴ）又はネットワークにより
構成されることができる任意の他の値と同一の値であり得る。例えば、Ｎの値は、８であ
り得る。もう１つの例において、Ｎの値は、１０個のサブフレーム（すなわち、１つの無
線フレーム）であり得る。Ｎの値は、ＴＤＤ及びＦＤＤシステムに対して異なって設定さ
れる。１つの方法において、示された非ディスカバリーサブフレームの各々からＨＡＲＱ
再送信時間間隔又はＨＡＲＱ　ＲＴＴで周期的に発生するサブフレームは、ＤＲＩで非デ
ィスカバリーサブフレームであり得る。他の方法において、ＤＲＩ持続期間が明示的にシ
グナリングされる場合に、１番目のＮ個のサブフレームに対してシグナリングされたディ
スカバリー及び非ディスカバリーサブフレームのパターン（上述したパラメータ‘Ｎｕｍ
ＮｏｎＤｉｓｃｏｖｅｒｙＳＦ’を使用して）は、ＤＲＩが終了するまで反復される。も
う１つの方法において、１番目のＮ個のサブフレームに対してシグナリングされたディス
カバリー及び非ディスカバリーサブフレームのパターン（上述したパラメータ‘ＮｕｍＮ
ｏｎＤｉｓｃｏｖｅｒｙＳＦ’を使用して）は、‘ＮｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ’回反復
される。ここで、‘ＮｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ’は、リソース構成シグナリングで示さ
れる。この場合に、ＤＲＩは、‘Ｎ＊ＮｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ’と同一であり、明示
的にシグナリングされない。
【００５４】
　ｂ）あるいは、‘ＮｕｍＮｏｎＤｉｓｃｏｖｅｒｙＳＦ’は、Ｎビットのサイズを有す
るビットマップであり、ビットマップ内の各ビットは、サブフレーム／フレームに対応し
、サブフレーム／フレームがディスカバリーサブフレーム／フレームであるか否かを示す
。１つの方法において、ビットマップの最上位ビットは、ＤＲＣの１番目のサブフレーム
／フレームに対応し、ビットマップの最下位ビットは、ＤＲＣのＮ番目のサブフレーム／
フレームに対応する。他の方法において、ビットマップの最下位ビットは、ＤＲＣの１番
目のサブフレーム／フレームに対応し、ビットマップの最上位ビットは、ＤＲＣのＮ番目
のサブフレーム／フレームに対応する。Ｎの値は、ＨＡＲＱ再送信時間間隔又はＨＡＲＱ
　ＲＴＴ又はＤＲＩ又はネットワークにより構成されることができる任意の他の値と同一
の値であり得る。Ｎの値は、ＴＤＤ及びＦＤＤシステムに対して異なって設定される。例
えば、ビットマップは、８ビット又は１０ビットであるか、８又は１０の他の倍数であり
得る。１つの方法において、示された非ディスカバリーサブフレームの各々からＨＡＲＱ
再送信時間間隔又はＨＡＲＱ　ＲＴＴで周期的に発生するサブフレームは、ＤＲＩで非デ
ィスカバリーサブフレームであり得る。他の方法において、ビットマップ（‘ＮｕｍＮｏ
ｎＤｉｓｃｏｖｅｒｙＳＦ’）を使用した１番目のＮ個のサブフレームに対してシグナリ
ングされたディスカバリー及び非ディスカバリーサブフレームのパターンは、ＤＲＩ持続
期間が明示的にシグナリングされる場合に、ＤＲＩが終了するまで反復される。また他の
方法において、１番目のＮ個のサブフレームに対してシグナリングされたディスカバリー
及び非ディスカバリーサブフレームのパターンは、‘ＮｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ’回反
復される。ここで、‘ＮｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ’は、リソース構成シグナリングで示
され、この場合には、ＤＲＩは、‘Ｎ＊ＮｕｍＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎ’と同一であり、明
示的にシグナリングされない。もう１つの方法において、１番目のＮ個のサブフレームに
対してシグナリングされたディスカバリー及び非ディスカバリーサブフレームのパターン
は、反復されない。この場合に、ＤＲＩは、‘Ｎ’と同一である。Ｎのサイズのセットは
、定義されることができる。例えば、｛１４８，１６８｝である。ディスカバリーリソー
ス構成のビットマップは、セットに含まれたサイズの中の１つであり得る。ＦＤＤの場合
に、ビットマップは、ＤＲＣの１番目のサブフレームから開始されたサブフレームの連続
したセットを示す。ＴＤＤの場合に、ビットマップは、ＤＲＣの１番目のサブフレームか



(11) JP 6501776 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

ら開始されたサブフレームの連続したセットを示す。あるいは、ＴＤＤの場合に、ビット
マップは、０、１、５、及び６のサブフレームを除外した無線フレームのすべてのサブフ
レームを意味する。各無線フレームは、０から９までの番号を有する１０個のサブフレー
ムを有する。
【００５５】
　ＤＲＣの開始の決定
【００５６】
　本発明の実施形態において、ＤＲＣの開始は、‘システムフレーム番号（ＳＦＮ） ｍ
ｏｄ ＤＲＣ＝０（ここで、ＤＲＣは、フレームでのＤＲＣの持続期間である）’を満足
させるＳＦＮがＤＲＣの開始点であり得る。あるいは、ＳＦＮは、‘ＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｄ
ＲＣ＝オフセット（ここで、ＤＲＣは、フレームでのＤＲＣの持続期間である）’を満足
させるＳＦＮがＤＲＣの開始点であり得る。オフセットは、ＳＦＮ内の任意の整数であり
得る。オフセットは、ディスカバリーリソース構成とともにシグナリングされる。
【００５７】
　他の実施形態において、ＤＲＣは、‘（ＳＦＮ＊１０＋ｓｕｂ　ＦＮ）　ｍｏｄ　ＤＲ
Ｃ＝オフセット’を満足させるＳＦＮのサブフレーム番号‘ｓｕｂ　ＦＮ’で開始される
（ＤＲＣは、サブフレームでのＤＲＣ持続期間であり、オフセットは、サブフレーム内で
特定される）。各ＳＦＮは、０から９までの番号を有する１０個のサブフレームを有する
。
【００５８】
　また他の実施形態において、‘ｎ’ビットシステムフレーム番号は、‘ｘ’ビットによ
り拡張される。拡張されたＳＦＮの最上位ビットは、ディスカバリーリソース構成ととも
にブロードキャストされるか又は他のシステム情報に含まれてブロードキャストされる。
あるいは、拡張されたＳＦＮの最上位ビットは、ＤＲＣが２ｎフレームより長い場合にデ
ィスカバリーリソース構成とともにブロードキャストされるか又は他のシステム情報に含
まれてブロードキャストされる。例えば、ｎが１０ビットであることを考慮する。これは
、ＳＦＮが０～１０２３の値を有することができることを意味する。ＤＲＣが４０９６フ
レームである場合に、１２ビットのサイズを有するＳＦＮが必要である。拡張されたＳＦ
Ｎの２個のＭＳＢがディスカバリーリソース構成とともにブロードキャストされる。ＵＥ
は、受信されたＭＳＢを一般ＳＦＮビットに付加することにより拡張されたＳＦＮを決定
する。付加されたＭＳＢがブロードキャストされる場合に、ＵＥは、拡張されたＳＦＮを
使用する。他方、付加されたＭＳＢがブロードキャストされない場合に、ＵＥは、上述し
た数式（‘ＳＦＮ　ｍｏｄ　ＤＲＣ＝オフセット’又は‘（ＳＦＮ＊１０＋ｓｕｂ　ＦＮ
）ｍｏｄ　ＤＲＣ＝オフセット’）を使用してＤＲＣの開始を決定するために一般ＳＦＮ
を使用する。
【００５９】
　もう１つの実施形態において、ディスカバリーリソース構成が時間‘ｔ’でシグナリン
グされる場合に、時間‘ｔ’に関するオフセットは、ディスカバリーリソース構成で提供
されることができる。時間‘ｔ’＋オフセットは、ＤＲＣの開始を示す。時間‘ｔ’は、
ディスカバリーリソース構成がシグナリングされるフレーム又はサブフレームであり得る
。あるいは、‘ｔ’は、ディスカバリーリソース構成がブロードキャストされるシステム
情報ウィンドーの最後に対応するフレーム／サブフレームであり得る。また、オフセット
は、フレーム又はサブフレームの単位であり得る。オフセットは、正数（positive）だけ
でなく負数（negative）であり得る。このような方法は、ＳＦＮを使用するＵＥには必要
でない。
【００６０】
　一実施形態において、オフセット値、ＤＲＣ、ＤＲＩ及び／又は、ＤＲＣ内のディスカ
バリー及び非ディスカバリーサブフレームのシグナリングのためのパラメータは、ディス
カバリーリソースが重複するネットワーク内のすべてのセルに対して同一であり得る。こ
の場合に、フレーム及びシステムフレーム番号は、セルに対して同期化される。指示子は
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、ディスカバリーリソースが重複するか（すなわち、すべてのセルに対して同一であるか
否か）を示すディスカバリーリソース構成のシグナリングに含まれて送信される。他の実
施形態において、整列されたディスカバリーリソースサイクルオフセットが他のセルで他
の値に設定されるように、フレーム境界は、同期化され、ＳＦＮは、セルに対して同期化
されないことがある。
【００６１】
　他の実施形態において、隣接セルは、異なるオフセットを有することにより、ＤＲＩ（
又はディスカバリーサブフレーム／リソース）が重複しないようにできる。オフセットは
、隣接セルのＤＲＩ及び対応するセルのＤＲＩ（又はディスカバリーサブフレーム／リソ
ース）が重複しないように対応するセルにより選択されなければならない。これは、Ｄ２
Ｄ可能なＵＥがキャンプされた（camped）セルのＤＲＩをスキップすることなくセル間の
ディスカバリーを実行するように助ける。また、セルは、隣接セルのオフセット及び／又
はＤＲＩ及び／又はＤＲＣ内のディスカバリー及び非ディスカバリーサブフレームのシグ
ナリングのためのパラメータをセル間のディスカバリーでＵＥをサポートするために送信
できる。
【００６２】
　また他の実施形態において、ディスカバリーリソースのセット‘Ｘ’は、構成されたす
べてのＤＲＣである。セルは、対応するセルのカバレッジ内でディスカバリー信号送信の
ためのセット‘Ｘ’のサブセットを使用する。隣接セルは、相互に重複するセット‘Ｘ’
のサブセットを使用しないように調整動作を実行する。ディスカバリーリソースに対して
セルにより使用されるセット‘Ｘ’及びセット‘Ｙ’＝セット‘Ｘ’のサブセットは、セ
ルによりシグナリングされる。送信（ＴＸ）ＵＥは、ディスカバリー情報を送信するため
にセット‘Ｙ’内のリソースを使用する。受信（ＲＸ）ＵＥは、ディスカバリー情報を受
信するためにセット‘Ｘ’内のリソースを使用する。
【００６３】
　もう１つの実施形態において、無線フレーム、サブフレームレベルが相互に同期化され
ないセル間には、絶対のシステム時間が相互間の調整動作のために使用されることができ
る。セルのＤＲＩは、調整動作により、隣接セルのＤＲＩと重複しないか又は隣接セルの
ＤＲＩと最大に重複する。
【００６４】
　本発明の一実施形態において、セルは、隣接セルがセルと同期化するか否かを示す。
【００６５】
　ディスカバリーリソース構成のシグナリング
【００６６】
　本発明の一実施形態において、ディスカバリーリソース構成は、Ｄ２Ｄ可能なＵＥにブ
ロードキャスティングされる。ディスカバリーリソース構成は、次の方法の中の１つ以上
を使用してブロードキャスティングされる。
【００６７】
　ａ）システム情報（ＳＩ）メッセージで新たなシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を使用
してブロードキャスティングされる。
【００６８】
　ｂ）物理ダウンリンク共通制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で新たなダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）を使用してブロードキャスティングされる。このような新たなＤＣＩフォーマ
ットを運搬するＰＤＣＣＨのＣＲＣマスキングは、Ｄ２Ｄ－セル無線ネットワーク一時識
別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）でマスキングされる。Ｄ２Ｄ　Ｃ－ＲＮＴＩは、ダイレクトディス
カバリーのためのリソースを示すように予約された新たなＣ－ＲＮＴＩである。
【００６９】
　ｃ）ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）領域で送信された新たなメッセージ（
すなわち、ディスカバリーリソースメッセージ）を使用してブロードキャスティングされ
る。ＤＬ－ＳＣＨ領域でこのメッセージに対するリソースを示すＰＤＣＣＨは、Ｄ２Ｄ　
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Ｃ－ＲＮＴＩでマスキングされる。Ｄ２Ｄ　Ｃ－ＲＮＴＩは、ダイレクトディスカバリー
に対するリソースを示すように予約された新たなＣ－ＲＮＴＩである。
【００７０】
　ディスカバリーリソース構成での一部のパラメータは、本質的に静的であり、他のパラ
メータは、本質的に動的であり得る。例えば、ディスカバリーリソース割り当て、すなわ
ち、ＤＲＣの周期性は、構成される場合には、変更される必要がない。ＤＲＩは、ディス
カバリーロード（ディスカバリーに参加する複数のＵＥ及びそれらにより送信されるディ
スカバリー信号）を処理するためにＤＲＣでアップデートされるべきである。１つの方法
において、ＤＲＩがセルでの最悪の場合のディスカバリーロードに対応して構成される場
合には、ＤＲＩのアップデートを回避できる。しかしながら、セルでのディスカバリーロ
ードが低い場合に、これは、リソースの浪費をもたらす。ディスカバリーサブフレームと
して指定されたＤＲＩ内のサブフレームは、ＵＥとＢＳとの間の通信のためのＵＥの現在
のリソース使用量に基づいてアップデートされる必要があり得る。
【００７１】
　１つの方法において、ディスカバリーリソース構成は、新たなＳＩＢ、ＰＤＣＣＨ、又
はディスカバリーリソースメッセージを使用してブロードキャスティングされる。１つ以
上のディスカバリーリソースプールは、ディスカバリーリソース構成の一部としてＢＳか
らシグナリングされる。ディスカバリーリソース構成内の１つ以上のディスカバリーリソ
ースプールのそれぞれのシグナリングは、次のようなパラメータのうちの１つ以上を含む
。
【００７２】
　・　ＤＲＣ持続期間
【００７３】
　・　ＤＲＩ持続期間
【００７４】
　・　ディスカバリーサブフレーム表示：全部又は一部
【００７５】
　・　ディスカバリーサブフレームビットマップ及び／又はＤＲＩ持続期間がシグナリン
グされない場合のビットマップの反復数
【００７６】
　・　ディスカバリーサブフレームパターン情報（すなわち、パターン２又は４及び‘ｐ
’の値）
【００７７】
　・　各サブフレームのディスカバリーチャネルインデックス又はディスカバリーのため
に予約されたＲＢインデックス又はディスカバリーのために予約されない（ディスカバリ
ーのために使用されない）ＲＢインデックス
【００７８】
　・　‘StartPRBIndex’及び‘EndPRBIndex’は、ディスカバリーサブフレーム内のディ
スカバリーＲＢを示すためにシグナリングされることができる。１つ又は複数の‘StartP
RBIndex’及び‘EndPRBIndex’のセットは、ディスカバリーサブフレーム内のディスカバ
リーＲＢを示すためにシグナリングされることができる。例えば、１つの方法において、
２つのセット、‘StartPRBIndex1’及び‘EndPRBIndex1’;‘StartPRBIndex2’及び‘End
PRBIndex2’がシグナリングされることができる。パラメータ‘StartPRBIndex’及び‘En
dPRBIndex’は、各ディスカバリーサブフレームに対してシグナリングされることができ
る。あるいは、それらは、１つのディスカバリーサブフレームに対してシグナリングされ
、すべてのディスカバリーサブフレームに対して同一に適用されることができる。サブフ
レーム上のディスカバリー送信は、ＰＲＢインデックスが‘StartPRBIndex’より大きい
か又は同一である場合に発生し得る。また、サブフレーム上のディスカバリー送信は、Ｐ
ＲＢインデックスが‘EndPRBIndex’より小さいか又は同一である場合に発生し得る。
【００７９】
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　・　各ディスカバリーサブフレームのためのディスカバリーカテゴリー又はディスカバ
リーチャネルインデックス
【００８０】
　・　ＤＲＣオフセット
【００８１】
　・　パターン
【００８２】
　ディスカバリーリソース構成のために使用され得るこれらのパラメータのいくつかの組
み合せは、次の通りである。
【００８３】
　・　オプション１：
【００８４】
　　－　ＤＲＣ持続期間
【００８５】
　　－　ＤＲＩ持続期間
【００８６】
　・　オプション２：
【００８７】
　　－　ＤＲＣ持続期間
【００８８】
　　－　ＤＲＩ持続期間
【００８９】
　　－　各サブフレームのディスカバリーチャネルインデックス又はディスカバリーのた
めに予約されたＲＢインデックス又はディスカバリーのために予約されないＲＢインデッ
クス
【００９０】
　・　オプション３：
【００９１】
　　－　ＤＲＣ持続期間
【００９２】
　　－　ＤＲＩ持続期間
【００９３】
　　－　ディスカバリーサブフレーム表示：全部又は一部
【００９４】
　　－　ディスカバリーサブフレームビットマップ又はディスカバリーサブフレームパタ
ーン情報（すなわち、パターン２又は４及び‘ｐ’の値）及び／又はＤＲＩ持続期間がシ
グナリングされない場合のビットマップの反復数
【００９５】
　・　オプション４：
【００９６】
　　－　ＤＲＣ持続期間
【００９７】
　　－　ＤＲＩ持続期間
【００９８】
　　－　ディスカバリーサブフレーム表示：全部又は一部
【００９９】
　　－　ディスカバリーサブフレームビットマップ又はディスカバリーサブフレームパタ
ーン情報（すなわち、パターン２又は４及び‘ｐ’の値）及び／又はＤＲＩ持続期間がシ
グナリングされない場合のビットマップの反復数
【０１００】
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　　－　各サブフレームのディスカバリーチャネルインデックス又はディスカバリーのた
めに予約されたＲＢインデックス又はディスカバリーのために予約されないＲＢインデッ
クス
【０１０１】
　・　‘StartPRBIndex’及び‘EndPRBIndex’は、ディスカバリーサブフレーム内のディ
スカバリーＲＢを示すためにシグナリングされることができる。１つ又は複数の‘StartP
RBIndex’及び‘EndPRBIndex’のセットは、ディスカバリーサブフレーム内のディスカバ
リーＲＢを示すためにシグナリングされることができる。パラメータ‘StartPRBIndex’
及び‘EndPRBIndex’は、各ディスカバリーサブフレームに対してシグナリングされるこ
とができる。あるいは、それらは、１つのディスカバリーサブフレームに対してシグナリ
ングされ、すべてのディスカバリーサブフレームに対して同一に適用される。
【０１０２】
　－　基本オプション：ディスカバリーリソースプールは、次のパラメータを使用してシ
グナリングされる。１つ以上のプールがシグナリングされることができる。
【０１０３】
　・　ＤＲＣ持続期間
【０１０４】
　・　ＤＲＩ持続期間（これは、選択的である。NumRepetitionがある場合には必要でな
い）
【０１０５】
　・　ＤＲＣオフセット
【０１０６】
　・　各サブフレーム内のディスカバリーチャネルインデックス又はディスカバリーのた
めに予約されたＲＢインデックス又はディスカバリーのために予約されないＲＢインデッ
クス
【０１０７】
　・　‘StartPRBIndex’及び‘EndPRBIndex’は、ディスカバリーサブフレーム内のディ
スカバリーＲＢを示すためにシグナリングされることができる。１つ又は複数の‘StartP
RBIndex’及び‘EndPRBIndex’のセットは、ディスカバリーサブフレーム内のディスカバ
リーＲＢを示すためにシグナリングされることができる。パラメータ‘StartPRBIndex’
及び‘EndPRBIndex’は、各ディスカバリーサブフレームに対してシグナリングされるこ
とができる。あるいは、それらは、１つのディスカバリーサブフレームに対してシグナリ
ングされ、すべてのディスカバリーサブフレームに対して同一に適用される。
【０１０８】
　・　ディスカバリーサブフレームビットマップ長さ（‘Ｎ’）及び対応するビットマッ
プ
【０１０９】
　・　ビットマップ反復数（‘NumRepetition’）（これは、選択的である。NumRepetiti
onがある場合には必要でない）
【０１１０】
　・　リソースのタイプ（タイプ１又はタイプ２又は共通）
【０１１１】
　・　プールは、送信（ＴＸ）プール又は受信（ＲＸ）プールであり得る。
【０１１２】
　上述したそれぞれのオプションは、ＤＲＣオフセットを含み得、他の組み合せも使用さ
れ得る。１つの方法において、ディスカバリーカテゴリーは、異なるＤＲＣに対して異な
り得る。例えば、奇数ＤＲＣは、開放型（open）ダイレクトディスカバリーのために使用
され、偶数ＤＲＣは、制限型（restricted）ダイレクトディスカバリーのために使用され
る。また、特定のディスカバリーリソースカテゴリーに対する特定のＤＲＣが示される。
【０１１３】
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　本発明の一実施形態において、ＤＲＩ持続期間は、ＤＲＣ持続期間と同一に構成され得
る。この場合に、ディスカバリーのための選択的なサブフレームは、ＤＲＣで示される。
この場合に、ＤＲＣ持続期間がシグナリングされる。ディスカバリーサブフレームビット
マップ又はディスカバリーサブフレームパターン情報（すなわち、パターン２又は４及び
‘ｐ’の値）もシグナリングされる。また、各サブフレーム内のディスカバリーチャネル
インデックス又はディスカバリーのために予約されたＲＢインデックス又はディスカバリ
ーのために予定されないＲＢインデックスもシグナリングされる。
【０１１４】
　本発明の他の実施形態において、ＤＲＣ及びＤＲＩは、特定の不連続受信（discontinu
ous reception：ＤＲＸ）サイクルの複数のセルとなるように構成される。本実施形態で
は、ＤＲＩでディスカバリー情報を送信するのに関心のあるＵＥがそのＤＲＸサイクルで
ページング時点に対応するＤＲＩ内のサブフレームでディスカバリー情報を送信する。
【０１１５】
　ＰＤＣＣＨを使用するディスカバリーリソース構成のシグナリング
【０１１６】
　本発明の一実施形態では、ＰＤＣＣＨを使用してディスカバリーリソース構成をシグナ
リングする。システム情報が動的に（又は準静的に）存在する必要がある場合に、ＰＤＣ
ＣＨは、ＳＩＢ基盤接近方式に比べて長所を有する。
【０１１７】
　図７は、本発明の実施形態によるＰＤＣＣＨを使用するディスカバリーリソース構成を
示す図である。
【０１１８】
　図７を参照すると、ディスカバリーリソース情報を運搬するＰＤＣＣＨ７００及び７１
０は、ディスカバリーリソース情報サイクルごとに送信される。ＰＤＣＣＨ７００及び７
１０は、ＤＲＩ７２０及び７４０のサイズ及びＤＲＩ７２０及び７４０に含まれたディス
カバリーリソースを示す。ＰＤＣＣＨ　ＣＲＣは、Ｄ２Ｄ　Ｃ－ＲＮＴＩでマスキングさ
れる。ディスカバリーリソース情報サイクル７５０は、ＤＲＣと同一である。
【０１１９】
　ＤＲＣ７６０は、ディスカバリーリソース情報サイクル７５０の開始からオフセット７
３０の後に開始されることができる。オフセット７３０は、ＰＤＣＣＨ情報の受信及び処
理とディスカバリー情報の送信及びディスカバリー情報パケットの構築のためのリソース
を選択するための時間を許容するようにするために必要である。ＤＲＣ７６０は、ＰＤＣ
ＣＨ又はＳＩメッセージを使用して構成される。この場合に、ディスカバリーリソース情
報をモニタリングするＰＤＣＣＨは、アイドルモードＤＲＸサイクルに独立的である。
【０１２０】
　Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、ディスカバリーリソース情報サイクル７５０の開始点でウェーク
アップし、ディスカバリーリソース構成を運搬するＰＤＣＣＨを受信しデコーディングす
る。また、ディスカバリーリソース構成が変更され得るディスカバリーリソース情報サイ
クルは、Ｄ２Ｄ可能なＵＥがディスカバリーリソース情報サイクルごとにウェークアップ
し、ＰＤＣＣＨの受信及びデコーディングを防止するように構成されることができる。Ｐ
ＤＣＣＨの信頼性を向上させるために、ＰＤＣＣＨは、ディスカバリーリソース情報サイ
クルで複数回反復して送信され得る。
【０１２１】
　図８は、本発明の実施形態による複数回送信されるＰＤＣＣＨを使用するディスカバリ
ーリソース構成を示す図である。
【０１２２】
　図８を参照すると、ディスカバリーリソース情報を運搬するＰＤＣＣＨ８２０は、ディ
スカバリーリソース情報サイクル８００内の反復区間８１０で複数回送信され得る。ＤＲ
Ｃ８３０は、反復区間８１０で最後のＰＤＣＣＨ８２０を送信する時点からオフセット８
４０の後に開始される。オフセット８４０は、ＰＤＣＣＨ情報の受信及び処理とディスカ
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バリー情報の送信及びディスカバリー情報パケット構築のためのリソースを選択する時間
を許容するために必要である。
【０１２３】
　一実施形態において、ＤＲＣ、ＤＲＩ、及びディスカバリーサブフレームがＳＩメッセ
ージを使用して構成され得る。ＳＩメッセージを使用して構成されたＤＲＩ及びディスカ
バリーサブフレームは、最小の構成である。アップデートされたＤＲＩ（拡張されたＤＲ
Ｉ）及び追加のディスカバリーサブフレームは、図７及び図８に示すように、ディスカバ
リーリソース情報サイクルごとにＰＤＣＣＨを使用して示される。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、
ＰＤＣＣＨのデコーディングに失敗する場合に、ＳＩメッセージを使用してシグナリング
された最小の構成を常時使用する。
【０１２４】
　本発明の一実施形態において、ディスカバリーリソース情報サイクルは、Ｄ２Ｄ可能な
ＵＥのアイドルモードＤＲＸサイクルと整列され得る。ディスカバリー情報リソースサイ
クルは、図９に示すように、ＤＲＸサイクルの倍数であるように構成される。
【０１２５】
　図９は、本発明の実施形態によるＤＲＸサイクルに基づいてＰＤＣＣＨを使用するディ
スカバリーリソース構成を示す図である。
【０１２６】
　図９を参照すると、ディスカバリーリソース情報サイクル９００は、ＤＲＸサイクル９
１０とＤＲＣ９２０とＤＲＸサイクル９１０との間のオフセット９３０だけＤＲＣ９２０
より先立って開始される。ＤＲＸサイクル９１０での最後のページング時点は、ＤＲＸサ
イクルに含まれた最後のフレームの最後のサブフレームに存在し得る。したがって、追加
の時間、すなわち、オフセット９３０は、ＰＤＣＣＨ情報を処理し、処理されたＰＤＣＣ
Ｈ情報をＤＲＣ９２０に適用するために必要とされる。
【０１２７】
　ディスカバリーリソース情報サイクル９００の開始でＤＲＸサイクル９１０のページン
グ時点ごとにディスカバリーリソース情報を伝達するＰＤＣＣＨが反復して送信される。
各Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、対応するアイドルＤＲＸサイクルごとにウェークアップし、ディ
スカバリーリソース情報サイクルの開始が失敗するアイドルＤＲＸサイクルでは、Ｄ２Ｄ
可能なＵＥがディスカバリーリソース情報を伝達するＰＤＣＣＨを受信しデコーディング
する。
【０１２８】
　本発明の一実施形態において、ディスカバリーリソース情報サイクルは、Ｄ２Ｄ可能な
ＵＥのアイドルモードＤＲＸサイクルと整列され得る。ディスカバリー情報リソースサイ
クルは、図１０に示すように、ＤＲＸサイクルの倍数であるか又は倍数でないこともある
。
【０１２９】
　図１０は、本発明の他の実施形態によるＤＲＸサイクルに基づいてＰＤＣＣＨを使用す
るディスカバリーリソース構成を示す図である。
【０１３０】
　図１０を参照すると、ディスカバリーリソース情報サイクル１０００は、Ｘ個のフレー
ム（Ｘは、ＤＲＸサイクルに含まれたフレームの個数である）１０１０とＤＲＣ１０２０
とＸ個のフレーム１０１０との間のオフセット１０３０だけＤＲＣ１０２０より先立って
開始される。ディスカバリー情報サイクルの開始でＸ個のフレーム内の各ページング時点
では、ディスカバリーリソース情報を伝達するＰＤＣＣＨが反復して送信される。各Ｄ２
Ｄ可能なＵＥは、対応するアイドルＤＲＸサイクルごとにウェークアップし、ディスカバ
リーリソース情報サイクルの開始が失敗するアイドルＤＲＸサイクルでは、Ｄ２Ｄ可能な
ＵＥがディスカバリーリソース情報を伝達するＰＤＣＣＨを受信しデコーディングする。
【０１３１】
　ＰＤＣＣＨ及びＳＩメッセージを使用するディスカバリーリソース構成のシグナリング
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【０１３２】
　本発明の一実施形態において、ディスカバリーリソースは、次のような２ステップで構
成される。第１のステップにおいて、ＤＲＣ、ＤＲＩ、及びディスカバリーサブフレーム
を含むディスカバリーリソース構成は、ＳＩメッセージ内のＳＩＢを使用して構成され、
第２のステップにおいて、ＳＩメッセージを使用して構成されたそれぞれのディスカバリ
ーサブフレームのディスカバリーリソースは、ＰＤＣＣＨを使用して動的に構成される。
これは、図１１に図示される。
【０１３３】
　図１１は、本発明の実施形態によるＳＩメッセージ及びＰＤＣＣＨを使用するディスカ
バリーリソース構成の例を示す図である。
【０１３４】
　図１１を参照すると、ディスカバリーリソースを示すＰＤＣＣＨは、それぞれのディス
カバリーサブフレームに対応するＤＬサブフレームで送信される。ディスカバリーリソー
スを示すＰＤＣＣＨは、Ｄ２Ｄ　Ｃ－ＲＮＴＩを使用してマスキングされる。ディスカバ
リーサブフレームのためにＰＤＣＣＨを伝達するＤＬサブフレームは、ディスカバリーサ
ブフレームからオフセット１１００だけ離隔している。オフセット１１００は、ＰＤＣＣ
Ｈ情報の受信及び処理を行い、ディスカバリー情報の送受信及びディスカバリー情報パケ
ットの構築のためのリソースを選択する時間を許容するために必要とされる。
【０１３５】
　ディスカバリーに参加するＤ２Ｄ可能なＵＥは、まず、ＳＩメッセージを読み出し、Ｄ
ＲＣ、ＤＲＩ、及びディスカバリーサブフレームを決定する。その後に、Ｄ２Ｄ可能なＵ
Ｅは、ＤＲＣごとにＤＲＩの間に各ディスカバリーサブフレームに対応するＤＬサブフレ
ームのＤ２Ｄ　Ｃ－ＲＮＴＩでマスキングされたＰＤＣＣＨを受信しデコーディングする
。
【０１３６】
　本発明の他の実施形態において、図１２に示すように、第１のステップにおいて、ＤＲ
Ｃ及びＤＲＩを含むディスカバリーリソース構成は、ＳＩメッセージ内のＳＩＢを使用し
て構成され、第２のステップにおいて、ＤＲＩの各サブフレームのディスカバリーリソー
スは、ＰＤＣＣＨを使用して動的に構成される。
【０１３７】
　図１２は、本発明の他の実施形態によるＳＩメッセージ及びＰＤＣＣＨを使用するディ
スカバリーリソース構成の他の例を示す図である。
【０１３８】
　図１２を参照すると、ディスカバリーリソースを示すＰＤＣＣＨは、構成されたＤＲＩ
の各サブフレームに対応するＤＬサブフレームで送信される。ディスカバリーリソースを
示すＰＤＣＣＨは、Ｄ２Ｄ　Ｃ－ＲＮＴＩを使用してマスキングされる。ＤＲＩのサブフ
レームのためのＰＤＣＣＨを伝達するＤＬサブフレームは、そのサブフレームからオフセ
ット１２００だけ離隔している。オフセット１２００は、ＰＤＣＣＨ情報の受信及び処理
を行い、ディスカバリー情報の送受信及びディスカバリー情報パケットの構築のためのリ
ソースを選択する時間を許容するために必要とされる。
【０１３９】
　ディスカバリーに参加するＤ２Ｄ可能なＵＥは、まず、ＳＩメッセージを読み出し、Ｄ
ＲＣ及びＤＲＩを決定する。その後に、Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、ＤＲＣごとにＤＲＩの間に
各ディスカバリーサブフレームに対応するＤＬサブフレームのＤ２Ｄ　Ｃ－ＲＮＴＩでマ
スキングされたＰＤＣＣＨを受信しデコーディングする。
【０１４０】
　本発明の他の実施形態において、図１３に示すように、第１のステップにおいて、ＤＲ
Ｃを含むディスカバリーリソース構成は、ＳＩメッセージ内のＳＩＢを使用して構成され
る。第２のステップにおいて、ＤＲＩ及びＤＲＩのディスカバリーサブフレームは、各Ｄ
ＲＣの開始でＰＤＣＣＨを使用して動的に構成され、第３のステップにおいて、各ディス
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カバリーサブフレームのディスカバリーリソースは、ＰＤＣＣＨにより動的に構成される
。
【０１４１】
　図１３は、本発明の実施形態によるＳＩメッセージ及びＰＤＣＣＨを使用するディスカ
バリーリソース構成のまた他の例を示す図である。
【０１４２】
　図１３を参照すると、ＤＲＣの１番目のサブフレームに対応するＤＬサブフレーム１３
００は、ＤＲＩ及びＤＲＩ内のディスカバリーサブフレームを示す。各ディスカバリーサ
ブフレームに対応するＤＬサブフレームのＰＤＣＣＨは、ディスカバリーサブフレームの
ディスカバリーリソースを示す。
【０１４３】
　本発明の他の実施形態において、図１４に示すように、第１のステップにおいて、ＤＲ
Ｃを含むディスカバリーリソース構成は、ＳＩメッセージ内のＳＩＢを使用して構成され
る。第２のステップにおいて、ＤＲＩは、各ＤＲＣの開始でＰＤＣＣＨを使用して動的に
構成され、第３のステップにおいて、ＤＲＩでの各サブフレームのディスカバリーリソー
スは、ＰＤＣＣＨにより動的に構成される。
【０１４４】
　図１４は、本発明の実施形態によるＳＩメッセージ及びＰＤＣＣＨを使用するディスカ
バリーリソース構成のもう１つの例を示す図である。
【０１４５】
　図１４を参照すると、ＤＲＣの１番目のサブフレームに対応するＤＬサブフレーム１４
００は、ＤＲＩを示す。ＤＲＩの各サブフレームに対応するＤＬサブフレームのＰＤＣＣ
Ｈは、サブフレームのディスカバリーリソースを示す。
【０１４６】
　ディスカバリーリソースをアップデートする方法
【０１４７】
　ＤＲＣは、ディスカバリーリソースを含む。ディスカバリーに参加するＤ２Ｄ可能なＵ
Ｅは、競合ベース方式（contention based manner）でこれらのディスカバリーリソース
を使用する。ディスカバリーリソースは、ディスカバリーロードに基づいてネットワーク
により構成される。ネットワークは、ディスカバリーロードに基づいてＤＲＣ内のディス
カバリーリソースを変更させる。ネットワークは、次の方式の中の１つを使用してディス
カバリーロードを決定する。
【０１４８】
　ａ）ディスカバリー情報の送信を希望するＤ２Ｄ可能なＵＥは、使用可能な（すなわち
、他のＤ２Ｄ可能なＵＥにより使用されない）ディスカバリーリソースを決定するために
ＤＲＣのディスカバリーリソースをモニタリングする。ＵＥは、信号エネルギーを測定す
るか又は各ディスカバリーリソースで送信されたディスカバリーチャネルをデコーディン
グすることにより、ディスカバリーリソースが使用可能であるかあるいはそうでないかを
決定する。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、所定の時間の間にディスカバリーのために使用可能なリ
ソースをディスカバリーできない場合に、ディスカバリーリソースアップデートメッセー
ジ／指示子をネットワーク（すなわち、ＢＳ）に送信する。ディスカバリーリソースアッ
プデートメッセージは、ＵＥがディスカバリーのために必要とする複数のリソースに関す
る情報（例えば、リソース数に関する情報）を含む。ディスカバリーリソースアップデー
トメッセージ／指示子は、ディスカバリーリソースを増加させるようにネットワークに示
すためのものである。ディスカバリーリソースメッセージを受信したネットワークは、複
数のＵＥに基づいてディスカバリーリソースを増加させることができる。また、Ｄ２Ｄ可
能なＵＥにより送信された２個のディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示
子間の時間間隔は、ディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示子を頻繁に送
信することを防止するように定義される。
【０１４９】
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　ｂ）ディスカバリー情報の送信を希望するＤ２Ｄ可能なＵＥは、使用可能な（すなわち
、他のＤ２Ｄ可能なＵＥにより使用されない）ディスカバリーリソースを決定するために
ＤＲＣのディスカバリーリソースをモニタリングする。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、使用可能な
ディスカバリーリソースの個数が所定のしきい値より小さいものと判定された場合に、デ
ィスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示子をネットワークに送信する。ある
いは又は追加で、Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、使用可能でない（すなわち、使用された）リソー
スの個数が予め定義されたしきい値より大きいものと判定される場合に、ディスカバリー
リソースアップデートメッセージ／指示子をネットワークに送信する。ディスカバリーリ
ソースアップデートメッセージ／指示子は、ディスカバリーリソースを増加させるように
ネットワークに指示するためのものである。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、各ディスカバリーリソ
ース上に送信されたディスカバリーチャネルをデコーディングするか又は信号エネルギー
を測定することによりディスカバリーリソースが使用可能であるか又はそうでないかを決
定する。予め定義されたしきい値は、ネットワークにより構成される。また、Ｄ２Ｄ可能
なＵＥにより送信された２個のディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示子
間の時間間隔は、ディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示子を頻繁に送信
することを防止するように定義される。一実施形態において、１つのしきいレベル（しき
い値）の代わりに複数のしきいレベル（例えば、ハイ、ロー、及びミディアム）が使用さ
れる。１つの方法において、Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、そのセンシングに基づいてすでに使用
されたリソース又は使用可能なリソースに関する情報を周期的に送信できる。
【０１５０】
　ｃ）ディスカバリー情報の送信を希望するＤ２Ｄ可能なＵＥは、使用可能な（すなわち
、他のＤ２Ｄ可能なＵＥにより使用されない）ディスカバリーリソースを決定するために
ＤＲＩのディスカバリーリソースをモニタリングする。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、使用可能な
ディスカバリーリソースが予め定義されたしきい値より大きいものと判定される場合に、
ディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示子をネットワークに送信する。あ
るいは又は追加で、Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、使用可能でない（すなわち、使用された）リソ
ースの個数が予め定義されたしきい値より小さいものと判定される場合に、ディスカバリ
ーリソースアップデートメッセージ／指示子をネットワークに送信する。ディスカバリー
リソースアップデートメッセージ／指示子は、ディスカバリーリソースを減少させるよう
にネットワークに示すためのものである。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、各ディスカバリーリソー
ス上に送信されたディスカバリーチャネルをデコーディングするか又は信号エネルギーを
測定することによりディスカバリーリソースが使用可能であるか又はそうでないかを決定
する。予め定義されたしきい値は、ネットワークにより構成される。また、Ｄ２Ｄ可能な
ＵＥにより送信された２個のディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示子間
の時間間隔は、ディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示子を頻繁に送信す
ることを防止するように定義される。一実施形態において、１つのしきいレベル（しきい
値）の代わりに複数のしきいレベル（例えば、ハイ、ロー、及びミディアム）が使用され
る。
【０１５１】
　ｄ）ＢＳは、ディスカバリーリソースで送信されたディスカバリーチャネルをデコーデ
ィングするか又は信号エネルギーを測定し、ディスカバリーリソースの活用性を決定でき
る。決定された活用性及び／又はＤ２Ｄ可能なＵＥからのフィードバックに基づいて、ネ
ットワークは、ディスカバリーリソースを増加させるか又は減少させることができる。
【０１５２】
　ｅ）ディスカバリー情報を受信するためにディスカバリー情報をモニタリングしている
Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、ディスカバリーリソースをアップデートするにあたりにネットワー
クを補助できる。Ｄ２Ｄ可能なＵＥのモニタリングは、すべてのディスカバリーリソース
をモニタリングする。モニタリングしているＤ２Ｄ可能なＵＥは、ディスカバリーリソー
ス上のディスカバリーチャネルを受信しデコーディングする結果に基づいて、使用された
ディスカバリーリソースの個数及び使用されないディスカバリーリソースの個数を認識す
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る。ディスカバリーリソースをモニタリングするＤ２Ｄ可能なＵＥは、使用されたリソー
スが予め定義されたしきい値より大きい場合に、ディスカバリーリソースアップデートメ
ッセージ／指示子をネットワークに送信する。一実施形態において、複数のしきいレベル
（例えば、ハイ、ロー、及びミディアム）は、１つのしきいレベル（しきい値）の代わり
に定義される。１つの方法において、Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、予め定義されたしきい値との
比較動作を実行せずすでに使用されたリソース又は使用可能なディスカバリーリソースに
関する情報を周期的に送信できる。
【０１５３】
　－　Ｄ２Ｄ可能なＵＥにより送信された２個のディスカバリーリソースアップデートメ
ッセージ／指示子間の時間間隔は、ディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指
示子の頻繁な送信を防止するように定義される。
【０１５４】
　－　ディスカバリー情報を受信する複数のＤ２Ｄ可能なＵＥからディスカバリーリソー
スアップデートメッセージ／指示子の送信を防止するために、他のＤ２Ｄ可能なＵＥは、
他のディスカバリーリソースサイクルでディスカバリーリソースアップデートメッセージ
／指示子を送信するように構成される。ディスカバリーリソースアップデートメッセージ
／指示子を送信するためのディスカバリーリソースサイクルとのＤ２Ｄ可能なＵＥの関連
は、その識別子（identity）に基づく。
【０１５５】
　１つの方法において、固定型時間周波数リソースは、ディスカバリーリソースアップデ
ートメッセージ／指示子をＢＳに送信するように予約される。複数のしきいレベル（例え
ば、ハイ、ロー、及びミディアム）は、１つのしきいレベル（しきい値）の代わりに定義
される。この場合に、固定された時間周波数リソースとしきいレベル別ディスカバリーリ
ソースアップデートメッセージ／指示子は、１対１にマッピングされる。ＰＵＣＣＨと類
似しているＲＢ対は、ディスカバリーリソースアップデートメッセージ／指示子を送信す
るようにサブフレームに予約される。予約されたＲＢ対を送信するための物理レイヤーパ
ラメータ（変調及び符号化など）は、固定されている。１つの方法において、パラメータ
は、ディスカバリーチャネルと同一である。他の方法において、これらのパラメータは、
ランダムアクセスチャネルと同一であり得る。このようなＲＢ対の予約は、ディスカバリ
ーサブフレーム又は非ディスカバリーサブフレームに存在し得、周期的に存在し得る。例
えば、ＲＢ対の予約は、ディスカバリーリソースサイクルごとに存在し得る。他の例にお
いて、ＲＢ対は、‘ｎ’ディスカバリーリソースサイクルごとに１回ずつ予約される（こ
こで‘ｎ’は、１より大きい）。複数のＤ２Ｄ可能なＵＥがこれらのリソースにメッセー
ジ／指示子を同時に送信しても、メッセージ／指示子コンテンツ及び物理レイヤーパラメ
ータ（変調及び符号化など）は、固定的でありすべてのＵＥに対して同一であるために、
何らの問題も存在しないことがある。一実施形態において、アクセスチャネルシーケンス
は、メッセージの代りに、固定された時間周波数リソースで送信される。一実施形態にお
いて、１つ以上のアクセスチャネルシーケンスは、メッセージの代りに、固定された時間
周波数リソースを送信するように予約される。１つのアクセスチャネルシーケンスは、特
定のしきいレベル指示子／メッセージのために使用される。
【０１５６】
　他の実施形態において、ネットワークは、次の通りにディスカバリーロードを決定でき
る。ディスカバリー情報の送信を希望するＤ２Ｄ可能なＵＥは、メッセージをＢＳに送信
する。このメッセージは、Ｄ２Ｄ可能なＵＥが使用するディスカバリーリソースの個数に
関する情報を含む。また、このメッセージは、Ｄ２Ｄ可能なＵＥがディスカバリーリソー
スを使用する時間間隔に関する情報を含む。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、ディスカバリー情報の
送信を中断する場合に、このメッセージをＢＳに送信する。このメッセージは、ＵＥがデ
ィスカバリー情報の送信を開始する時に、時間間隔がそのメッセージ内にすでに示されて
いる場合には必要でないこともある。１つの方法において、ＢＳは、ＵＥから受信された
これらのメッセージを集中コーディネータ（centralized coordinator）に転送する。集
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中コーディネータは、ディスカバリーリソースをアップデートし、アップデートされたデ
ィスカバリーリソースをすべてのＢＳに通知する。集中コーディネータは、メッセージが
ＵＥから受信される度にアップデートを実行する代わりに、周期的にアップデートを実行
する。他の方法において、ＢＳは、ＵＥから受信されたメッセージに基づいてディスカバ
リーリソースアップデートを実行する。
【０１５７】
　ディスカバリー情報を送信するＤ２Ｄ可能なＵＥによるリソース選択
【０１５８】
　ディスカバリー情報を送信するＤ２Ｄ可能なＵＥは、ディスカバリー情報を送信するた
めに使用する必要がある時間周波数リソースを認識する必要がある。ディスカバリー情報
を送信するためのリソースの選択のためには、次のようなオプションが使用される。
【０１５９】
　１．構成されたディスカバリーリソースの中の競合ベースリソース選択：専用リソース
割り当てを受信するために、Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、キャンプされたセルへの要請を送信し
なければならない。ディスカバリー情報を送信するＤ２Ｄ可能なＵＥは、移動端末であり
得る。キャンプされたセルが頻繁に変更されるＤ２Ｄ可能なＵＥの移動性のために、Ｄ２
Ｄ可能なＵＥは、ほとんどディスカバリーリソースサイクルごとに新たなセルへの要請を
送信しなければならない。これは、システムに相当な量のシグナリングオーバーヘッドを
もたらす。したがって、モバイルＤ２Ｄ可能なＵＥに対して競合ベースリソース選択プロ
トコルを使用することが好ましい。モバイルＤ２Ｄ可能なＵＥは、ネットワークにより構
成されたディスカバリーリソースからリソースを選択するために競合ベースリソース選択
プロトコルを使用する。１つの方法において、Ｄ２Ｄ可能なＵＥの競合ベースプロトコル
は、ディスカバリー情報を送信するための複数のディスカバリーリソースからディスカバ
リーリソースをランダムに選択する方法を含む。例えば、Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、ディスカ
バリーリソースサイクルごとに最大‘ｎ’のディスカバリーリソースを使用することがで
きる。これは、衝突の減少に役に立たれる。パラメータ‘ｎ’は、ネットワークにより構
成され、デフォルト値として１に設定される。
【０１６０】
　２．専用リソース割り当て：すべてのＤ２Ｄ可能なＵＥは、高い移動性を有しない。Ｄ
２Ｄダイレクトディスカバリーのために割り当てられた時間周波数リソースの中で専用時
間周波数リソースが非移動型（すなわち、固定型（stationary））Ｄ２Ｄ可能なＵＥに割
り当てられる。非移動型は、ユーザ加入（subscription）情報に基づいてネットワークに
より決定される。例えば、広告のために商業的な施設に設置されたＤ２Ｄ可能なＵＥは、
固定型であり得る。ネットワークは、支払われた加入料金に基づいて複数の固定型Ｄ２Ｄ
可能なＵＥに対する専用リソース割り当てに優先順位を定める。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、ネ
ットワークに登録される場合に、Ｄ２Ｄ可能なＵＥが固定型Ｄ２Ｄ可能なＵＥであること
を示す。専用リソースは、ネットワークにより構成されたディスカバリーリソースから割
り当てられる。専用リソースは、準静的方式（semistatic manner）で割り当てられる。
Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、専用リソースの持続期間が満了する場合にさらに要請できる。専用
及び非専用（non-dedicated）ディスカバリーリソースは、各ＤＲＣに存在する。あるい
は、幾つかのＤＲＣは、専用リソース割り当てだけのために構成される。
【０１６１】
　専用リソースは、次のような１つ以上のＵＥに割り当てられる。
【０１６２】
　ａ）商業的な施設に設置された固定型ＵＥ
【０１６３】
　ｂ）加入又は使用料金をさらに多く支払ったプレミアムＵＥ
【０１６４】
　ｃ）接続モードにあるＵＥ
【０１６５】
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　ｄ）高いサービス品質を要請するディスカバリーアプリケーションを有するＵＥ
【０１６６】
　ｅ）合法的なインターセプション（lawful interception）のためにＢＳにより追跡さ
れる（tracked）必要があるＵＥ。ＢＳは、ＢＳ送信がスケジューリングされるようにＵ
Ｅにサブフレームが後続しないようにするために、合法的なインターセプションのための
タイプ２ディスカバリーサブフレームを割り当てなければならない。ＢＳは、ＵＥ受信、
ＢＳ送信及びＵＥのディスカバリー送信のために他のタイミングを使用する。
【０１６７】
　専用リソースがディスカバリー情報を送信するＤ２Ｄ可能なＵＥに割り当てられること
ができる場合に、ＢＳは、次のようにディスカバリーリソース情報をブロードキャスティ
ングすべきである。
【０１６８】
　ディスカバリーリソースシグナリングは、基本的にどんなサブフレームがディスカバリ
ーのためのリソースを有するかを示す。サブフレームの各々には、ディスカバリーのため
の無線ブロックが含まれる。ＢＳは、どんなディスカバリーリソースが共通的（ＵＥ特定
型（specific）ではない）に使用され、どんなディスカバリーリソースが専用で使用され
るかを示す。１つの方法において、サブフレーム内にディスカバリーのために予約された
すべての無線ブロックは、共通的な使用のためのものであるか又はディスカバリーのため
に専用で使用するためのものであり得る。これは、ディスカバリーサブフレームが共通デ
ィスカバリーリソース又は専用ディスカバリーリソースを有するか、共通ディスカバリー
リソース及び専用ディスカバリーリソースのすべてを有しないことを意味する。ネットワ
ークは、どんなサブフレームが共通ディスカバリーリソースであり、どんなサブフレーム
が専用ディスカバリーリソースであるかをシグナリングする。他の方法において、ディス
カバリーのためにサブフレームに予約された幾つかの無線ブロックは、共通的な使用のた
めのものであるか又はディスカバリーのために専用で使用するためのものであり得る。こ
れは、ディスカバリーサブフレームが共通のディスカバリーリソース及び専用ディスカバ
リーリソースのすべてを含むことを意味する。ネットワークは、ディスカバリーのために
予約されたどんな無線ブロックが共通のディスカバリーリソースであり、ディスカバリー
のために予約されたどんな無線ブロックが専用ディスカバリーリソースであるかをシグナ
リングする。また他の方法において、ＤＲＩは、時間ドメインで専用ディスカバリーゾー
ン及び共通ディスカバリーゾーンに分割（partition）され得る。専用ディスカバリーゾ
ーンに対応するサブフレームに予約されたすべてのディスカバリーリソースは、専用ディ
スカバリーリソースである。共通ディスカバリーゾーンに対応するサブフレームに予約さ
れたすべてのディスカバリーリソースは、共通ディスカバリーリソースである。もう１つ
の方法において、ＤＲＩは、周波数ドメインで専用ディスカバリーゾーン及び共通ディス
カバリーゾーンに分割され得る。
【０１６９】
　ＢＳは、タイプ１ディスカバリーリソースのプールをディスカバリーリソースＴｘプー
ルとしてシグナリングする。ＢＳは、タイプ１ディスカバリーリソースのプール及びディ
スカバリーリソースＲＸプールとしてタイプ２ディスカバリーリソースのプール全体（su
mmation）をシグナリングする。あるいは、ＢＳは、タイプ１ディスカバリーリソースの
プールをシグナリングできる。また、ＢＳは、タイプ２ディスカバリーリソースのプール
をシグナリングできる。タイプ１ディスカバリーリソースのプールは、送信のためにＵＥ
により使用される。タイプ１ディスカバリーリソースのプール及びタイプ２ディスカバリ
ーリソースのプールの全体は、受信のためにＵＥにより使用される。
【０１７０】
　ディスカバリー情報を送信するＵＥは、ディスカバリーリソースの割り当てを受けてい
ない場合に、専用ディスカバリーリソースでマーキングされたディスカバリーリソースを
使用できず、共通ディスカバリーリソースでマーキングされたディスカバリーリソースを
使用する。
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【０１７１】
　ＵＥがＢＳと通信する接続モードにあり、ディスカバリー情報を送信する場合には、デ
ィスカバリーリソース送信及びＢＳへのアップリンク送信のために次のような規則が適用
される。
【０１７２】
　ａ）Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、Ｄ２Ｄ送信のためのＤＬタイミングを使用するために、同一
のサブフレームでは、ＰＵＣＣＨ送信及びＤ２Ｄ送信を実行しない一方、アップリンク同
期化に基づくタイミングは、ＰＵＣＣＨ送信のために使用される。１つの方法において、
ＢＳは、接続モードにあるＤ２Ｄ可能なＵＥがＤ２ＤサブフレームでＰＵＣＣＨを送信し
ないようにＰＵＣＣＨをスケジューリングする。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、Ｄ２Ｄ可能なＵＥ
がＢＳと通信を実行する間に、Ｄ２Ｄ送信の実行を希望するか否かをＢＳに示す。専用デ
ィスカバリーリソース割り当ての場合に、ＢＳは、ＰＵＣＣＨ送信がスケジューリングさ
れないサブフレームでディスカバリーリソースをＵＥに割り当てる。他の方法において、
Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、Ｄ２ＤサブフレームでＰＵＣＣＨを送信すべき場合に、対応するＤ
２ＤサブフレームでＤ２Ｄ送信を実行しない。
【０１７３】
　ｂ）Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、サブフレーム‘ｘ’でＤ２Ｄ送信及びサブフレーム‘ｘ＋１
’での送信（例えば、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／Ｄ２Ｄデータパケット）を実行しない。
ここで、タイミングアドバンスド（timing advanced：ＴＡ）は、サブフレーム‘ｘ＋１
’に適用される。１つの方法において、ＢＳは、対応するサブフレームの次のサブフレー
ムで非ＴＡベース送信とともにＴＡに基づく送信が防止されるようにスケジューリングを
実行することにより上記のような事項を処理する。Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、Ｄ２Ｄ可能なＵ
ＥがＢＳと通信を実行する間にＤ２Ｄ送信の実行を希望するか否かをＢＳに示す。専用デ
ィスカバリーリソース割り当ての場合に、ＢＳは、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信がスケジ
ューリングされたサブフレームより先行されないサブフレームでＵＥにディスカバリーリ
ソースを割り当てる。他の方法において、Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、サブフレーム‘ｘ＋１’
でＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨを送信する場合に、サブフレーム‘ｘ’でＤ２Ｄ送信を実行し
ない。もう１つの方法において、ＵＥは、送信（例えば、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／Ｄ２
Ｄデータパケット）を実行する（ここで、ＴＡがサブフレーム‘ｘ＋１’に適用される）
場合に、サブフレーム‘ｘ’でＤ２Ｄ送信を実行しない。ＵＥは、基地局から受信したＤ
Ｌ信号に対してサブフレームタイミングを保持する。ＵＬ送信に対して、基地局は、ＵＥ
がＵＬ送信に対するタイミングを進行しなければならない値を提供する。サブフレーム‘
ｘ＋１’にＴＡを適用することは、基地局から受信したＤＬ信号に基づいてサブフレーム
‘ｘ＋１’がタイムｔ＝ｔ１で開始される場合に、ｔ＝ｔ１－ＴＡでサブフレーム‘ｘ＋
１’に対応して送信を開始することを意味する。１つの方法において、ＵＥは、送信（例
えば、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／Ｄ２Ｄデータパケット）を実行する（ここで、ＴＡ＞‘
ｐ’ＯＦＤＭシンボル持続期間がサブフレーム‘ｘ＋１’に適用され、‘ｐ’は、サブフ
レーム‘ｘ’でＤ２Ｄ送信のために使用されないサブフレーム‘ｘ’の最後にあるＯＦＤ
Ｍシンボルの数を示す）場合に、サブフレーム‘ｘ’でＤ２Ｄ送信を実行しない。
【０１７４】
　ディスカバリー情報を受信するＤ２Ｄ可能なＵＥによるリソース選択
【０１７５】
　競合ベースリソース選択プロトコルが使用される場合に、ディスカバリー情報をモニタ
リングするＤ２Ｄ可能なＵＥは、ディスカバリー情報を送信するＤ２Ｄ可能なＵＥにより
選択されたリソースを認識できない。したがって、１つの方法において、ディスカバリー
情報をモニタリングするＤ２Ｄ可能なＵＥは、Ｄ２Ｄダイレクトディスカバリーのために
構成されたすべてのディスカバリーリソース（共通及び専用リソース）をモニタリングす
る。
【０１７６】
　１つの方法において、ディスカバリー情報送信が特定のＤ２Ｄ可能なＵＥに対するもの
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でターゲッティング（targeting）される場合に、送信Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、ターゲット
Ｄ２Ｄ　ＩＤを有するリソースインデックスをハッシング（hashing）することにより、
複数のリソースの中でリソースを決定できる。この場合に、ディスカバリー情報を受信す
るＤ２Ｄ可能なＵＥは、それのＤ２Ｄ　ＩＤを用いてハッシングすることによりリソース
を選択する。
【０１７７】
　１つの方法において、送信Ｄ２Ｄ可能なＵＥは、それのＤ２Ｄ　ＩＤを用いてハッシン
グすることにより複数のリソースの中でリソースを決定できる。この場合に、ディスカバ
リー情報を受信するＤ２Ｄ可能なＵＥは、Ｄ２Ｄ　ＩＤをハッシングすることによりモニ
タリングを希望するリソースを選択する。
【０１７８】
　専用リソースがディスカバリー情報を送信するＤ２Ｄ可能なＵＥにより使用される場合
に、ディスカバリー情報をモニタリングする１つ以上のＤ２Ｄ可能なＵＥは、ネットワー
ク（例えば、近接のサービス（ＰｒｏＳｅ）サーバ）を通してディスカバリーリソースを
認識できる。ＢＳ又はＵＥは、専用リソースをＰｒｏＳｅサーバに通知できる。しかしな
がら、これは、移動性がないＤ２Ｄ可能なＵＥを送信する場合のみに可能である。
【０１７９】
　１つの方法において、単純であり効率的な設計のために、ディスカバリー情報をモニタ
リングするＤ２Ｄ可能なＵＥは、Ｄ２Ｄダイレクトディスカバリーのために構成されたす
べてのディスカバリーリソースをモニタリングする。
【０１８０】
　本発明の実施形態で説明した方法に基づいてディスカバリーリソースをシグナリングす
る幾つかの方法は、次の通りである。これらのすべてのオプションにおいて、リストされ
た一部又はすべてのパラメータは、リソース構成のシグナリングのために送信される。
【０１８１】
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【０１８２】
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【表２】

【０１８３】
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【表３】

【０１８４】
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【表４】

【０１８５】
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【表５】

【０１８６】
　図１５は、本発明の実施形態によるＢＳの動作を示すフローチャートである。
【０１８７】
　図１５を参照すると、ＢＳは、ステップ１５００において、１つ以上のディスカバリー
リソースプールに対するディスカバリーリソース周期、ＤＲＩサイズ、ＤＲＩ内のディス
カバリーサブフレーム、及びディスカバリーサブフレームのディスカバリーリソースブロ
ックを決定し、ステップ１５０２において、１つ以上のディスカバリーリソースプールに
対して決定されたディスカバリーリソース周期、ＤＲＩサイズ、ＤＲＩ内のディスカバリ
ーサブフレーム、及びディスカバリーサブフレームのディスカバリーリソースブロックを
示す情報を生成する。
【０１８８】
　ＢＳは、ステップ１５０４において、生成された情報をＳＩメッセージ、ＰＤＣＣＨ、
及びＤＬ－ＳＣＨの中の少なくとも１つに含ませることによりディスカバリーリソース構
成情報を生成し、ステップ１５０６において、生成されたディスカバリーリソース構成情
報を送信する。
【０１８９】
　図１６は、本発明の実施形態によるＵＥの動作を示すフローチャートである。
【０１９０】
　図１６を参照すると、ＵＥは、ステップ１６００において、ＢＳからディスカバリーリ
ソース構成情報を受信しデコーディングし、ステップ１６０２において、デコーディング
されたディスカバリーリソース構成情報から１つ以上のディスカバリーリソースプールに
対するディスカバリーリソース周期、ＤＲＩサイズ、ＤＲＩ内のディスカバリーサブフレ
ーム、及びディスカバリーサブフレームのディスカバリーリソースブロックを示す情報を
検出する。
【０１９１】
　ＵＥは、ステップ１６０４において、検出された情報に基づいてディスカバリーリソー
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スを決定し、ステップ１６０６において、検出されたディスカバリーリソースを用いてデ
ィスカバリー動作を実行する。
【０１９２】
　図１７は、本発明の実施形態によるＢＳの構成を示すブロック図である。
【０１９３】
　図１７を参照すると、ＢＳは、制御部１７００、送信部１７０２、受信部１７０４、及
びメモリ１７０６を含む。制御部１７００は、送信部１７０２、受信部１７０４、及びメ
モリ１７０６を制御し、上述した本発明の実施形態によるＢＳの動作を実行する。送信部
１７０２は、ＵＥへのディスカバリーリソース構成情報の送信のような送信動作を実行す
る。受信部１７０４は、ＵＥからのデータ及びメッセージなどを受信する。メモリ１７０
６は、ＢＳの動作により発生するか又は必要な様々なタイプの情報を記憶する。
【０１９４】
　図１８は、本発明の実施形態によるＵＥの構成を示すブロック図である。
【０１９５】
　図１８を参照すると、ＵＥは、制御部１８００、送信部１８０２、受信部１８０４、及
びメモリ１８０６を含む。制御部１８００は、送信部１８０２、受信部１８０４、及びメ
モリ１８０６を制御し、上述した本発明の実施形態によるＵＥの動作を実行する。送信部
１８０２は、ＢＳへの送信動作などを実行し、受信部１８０４は、ＢＳからのディスカバ
リーリソース構成情報の受信のような受信動作を実行する。メモリ１８０６は、ＵＥの動
作により発生するか又は必要な様々なタイプの情報を記憶する。
【０１９６】
　無線通信システムにおけるリソース割り当て情報を送受信するための提案された方法及
び装置は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体でコンピュータ読み取り可能なコードと
して実施されることができる。コンピュータで読み取り可能な記憶媒体は、コンピュータ
システムにより読出し可能なデータを記憶することができる任意のデータ記憶装置である
。コンピュータで読み取り可能な記憶媒体の例としては、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、光学ディスク、磁気テープ、フロッピー（登録商標
）ディスク、ハードディスク、不揮発性メモリなどを含み、搬送波（例えば、インターネ
ットを介したデータ送信）の形態で実行される媒体も含む。また、コンピュータ読み取り
可能な記録媒体は、ネットワーク結合型コンピュータシステムを介して配布することがで
き、コンピュータ読み取り可能なコードは、分散形態で格納され実行されることができる
。
【０１９７】
　以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び
趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり
、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及
びこれと均等なものの範囲内で定められるべきものである。
【符号の説明】
【０１９８】
　　１００　ディスカバリーリソースサイクル（discovery resource cycle：ＤＲＣ）
　　１０２　ディスカバリーリソース区間（discovery resource interval：ＤＲＩ）
　　１０４　非ディスカバリーリソース区間（non-discovery resource interval）
　　１０６　すべてのサブフレーム
　　１０８　選択的なサブフレーム
　　４００　１つのサブフレーム（ＳＦ）
　　４０２　‘Ｔ’サブフレーム
　　４０４　‘ｐ’ＳＦ
　　４０６　‘Ｔ－ｐ＋１’ＳＦ
　　４０８　再送信時間間隔
　　４１０　‘Ｔ’ＳＦ
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　　４１２　ＳＦ
　　４１４　‘Ｔ－ｐ＋１’ＳＦ
　　４１６　ＳＦ
　　６００　Ｄ２Ｄ　ＳＦ
　　６２０　レガシーサブフレーム
　　７００　ＰＤＣＣＨ
　　７１０　ＰＤＣＣＨ
　　７２０　ＤＲＩ
　　７３０　オフセット
　　７４０　ＤＲＩ
　　７５０　ディスカバリーリソース情報サイクル
　　７６０　ＤＲＣ
　　８００　ディスカバリーリソース情報サイクル
　　８１０　反復区間
　　８２０　ＰＤＣＣＨ
　　８３０　ＤＲＣ
　　８４０　オフセット
　　９００　ディスカバリーリソース情報サイクル
　　９１０　ＤＲＸサイクル
　　９２０　ＤＲＣ
　　９３０　オフセット
　　１０００　ディスカバリーリソース情報サイクル
　　１０１０　Ｘ個のフレーム
　　１０２０　ＤＲＣ
　　１０３０　オフセット
　　１１００　オフセット
　　１２００　オフセット
　　１３００　ＤＬサブフレーム
　　１４００　ＤＬサブフレーム
　　１７００　制御部
　　１７０２　送信部
　　１７０４　受信部
　　１７０６　メモリ
　　１８００　制御部
　　１８０２　送信部
　　１８０４　受信部
　　１８０６　メモリ
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